
経理情報●2019.6.1（No.1546）19

特集

（図表５）　税務ガバナンスの整備をどのように進めるか
・グループが抱える税務課題および税務ガバナンスの現状を分析・評価をし、必要な税務ガバナンスの整備を図る。
・定期的に整備された税務ガバナンスの有効性について点検を行い、必要な処置・改善を行う。
税務ガバナンスの整備ステップ ポイント

現状分析 Step 1：現状の税務ガバナンスの評価、および、個
別税務リスクの分析等による課題の洗出し

・経営視点からのグループ全体の税務課題の洗出し・優先づけ
・企業実務を踏まえた税務リスク分析　等

ガバナンス
体制の構築

Step 2：税務行動規範、税務戦略の策定（ガバナンス
のあり方や管理する税務リスクの水準の設
定、親子間の役割の明確化）　等

・グループ全体に適用する行動規範の策定
・グループの実態に即した実効性のある税務戦略の策定
・一般的に対応すべき税務課題は、第一がコンプライアンス確保お

よび税務リスク管理であり、その後として税務コスト管理や開示
戦略、業務効率化　等

Step 3：税務戦略に基づく税務ガバナンス体制の構
築（情報収集・監視・報告体制の整備、情
報システムの導入）　等

運用・
高度化

Step 4：税務ガバナンスの適切な運用（各拠点による
自主管理、日本親会社による情報収集・監
視、経営陣への報告　等）

・事業部や海外拠点との定例会の運営などによる連携体制の構築
・収集した各拠点の情報に基づく分析
・CFOなど経営者層への定期的なレポート
・グループ全体からみた優先的な課題への対応　等Step 5：継続的な税務ガバナンスの見直し・改善に

よる高度化
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